
復興地域の再生について

東京財団・三原岳

※今回の発表は個人の見解・意見であり、財団を代表した

 ものではありません。



被災地の状況（１）

仙台市の被災地（2011年5月15日）



被災地の状況（２）

仙台市の被災地（2011年5月15日）



被災地の状況（３）

仙台市の被災地（2011年5月15日）



被災地の状況（４）

仙台市の被災地（2011年5月15日）



被災地の状況（５）

仙台市の被災地（2011年5月15日）



被災地の状況（６）

宮城県石巻市（2011年5月15日）



被災地の状況（７）

宮城県石巻市（2011年5月15日）



被災地の状況（８）

宮城県石巻市（2011年5月15日）



被災地の状況（９）

岩手県大槌町吉里吉里地区（2011年7月30日）



被災地の状況（１０）

岩手県大槌町吉里吉里地区（2011年7月29日）



被災地の状況（１１）

岩手県大槌町吉里吉里地区（2011年7月29日）



被災地の状況（１２）

岩手県大槌町吉里吉里地区（2011年7月29日）



被災地の状況（１３）

千葉県旭市（2011年5月8日）



被災地の状況（１４）

千葉県旭市（2011年5月8日）



被災地の状況（１５）

千葉県浦安市（2011年4月30日）



被災地の状況（１６）

千葉県浦安市（2011年4月30日）



78年前の「注意書」（１）

三陸地域は定期的に地震・津波災害
▽1896年6月の「明治三陸地震津波」
・最大38メートルの津波、2万1959人の被害
▽1933年3月の「三陸地震」
・最大28メートルの津波、3064人の被害
▽1960年5月の「チリ地震津波」
▽1968年5月の「十勝沖地震」

津波対策の「先進地域」として海外からも注目

（例）田老地区の「万里の長城」、「津波てんでんご」の
 言い伝え



78年前の「注意書」（２）

昭和三陸地震の後、文部省震災予防評議会

「津浪災害予防に関する注意書」（1933年6月）
 は高台移転を提唱

・浪災予防法として最も推奨すべきは高地への移転

・住宅、学校、役場等は必ず高地に設くべき

・浪災予防上の一大強敵は時の経過に伴ふ戒心の弛緩なりと
 す、明治二十九年大津浪の直後、安全なる高所に移転した
 る村落は其の数十指を屈するに及びしも時の経過に伴ひ再
 び復旧して今回の災厄を被むるに至り

しかし、高台移転は進まず。。。



78年前の「注意書」（３）

＜高台移転以外に注意書の掲げた政策＞

•
 

防波堤整備

•
 

緩衝地区＝水の勢いを弱める地区の設定

•
 

避難道路

•
 

津波警戒＝津波が来襲するまでの避難を支
 援する機器の整備

•
 

記念事業＝災害を忘れず、将来の津波来襲
 を印象付ける石碑の設置



78年前の注意書（４）

仙台市（2011年5月15日）、岩手県大槌町（2011年7月30日）



阪神大震災の被災地を訪ねて（１）

神戸市長田地区（2011年7月17日）



阪神大震災の被災地を訪ねて（２）

神戸市長田地区（2011年7月17日）



阪神大震災の被災地を訪ねて（３）

神戸市長田地区（2011年7月17日）



終わりに

•
 

復興構想会議提言（2011年6月）は「高台移転」
 を全面的に主張

•
 

その後、政府の基本方針（2011年7月）は「高台
 移転」に言及せず

•
 

しかし、宮城県復興計画（2011年8月）は言及す
 るなど高台移転の論議は未だに残存

高台移転は本当に意味があるのか？
人口減少が予想される中、「復興」を前面に押し
出すことで、オーバースペックな施設を造る危険
性はないのか？
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